
平素は川口支部委員会運営に際し、格別のご尽力とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成30年12月「出入国管理及び難民認定法」が改正され、埼玉県内でも外国人が一番多い

川口市の現状やこれからの対応、及び生活保護法における「住宅扶助」について行政の話を伺う

意見交換会を下記の要領で開催します。

ご多用のところ恐縮に存じますが、ご都合お繰り合わせの上ご出席お願い申し上げます。

日 時 平成３１年２月１８日(月曜日)   午後２時00分～午後４時00分

場 所 メディアセブン　プレゼンテーションスタジオ 　電話　048-227-7622

川口市川口1-1-1 キュポ・ラ７階

内　　　容 テーマ①　：　「改正入管法」に関する現状報告

　説明者　：　市民生活部　協働推進課　多文化共生係　担当者

　　質疑応答　～　意見交歓会

テーマ②　：　「住宅扶助」に対する現状報告

　説明者　：　福祉部　生活福祉課　担当者

　　質疑応答　～　意見交歓会

申　　　込 参加希望の方は２月８日（金）までに、FAX（255-7712）又はメールでにて返信して下さい。
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送信先　FAX　：　048-255-7712

お問い合わせ：（公社）埼玉県宅地建物取引業協会　川口支部　TEL048-255-7711

川口市行政との意見交歓会のご案内

記

平成31年１月吉日

川口支部会員　各位

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会　川口支部

情報・政策・業務支援委員長　太田　茂吉

支　部　長　　松永　好夫


